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企業庁達第１号 

本     庁  

地 方 機 関  

 企業庁組織規程の一部を改正する管理規程（平成22年兵庫県企業庁管理規程第３号。以下、「規程」という。）

の施行の際、現に次の各号に該当する職員は、別に発令されない限り、それぞれ当該各号により発令されたも

のと心得られたい。 

１ 次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若し

くは兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の従前と同一の名称の職に補せられ、

若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じられたものとする。 

管理局総務課 総務課 

管理局水道課 水道課 

地域整備局立地推進課 立地推進課 

地域整備局公園都市整備課 公園都市整備課 

地域整備局臨海整備課 臨海整備課 

２ 次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。 

地域整備局公園都市整備課住宅分譲室長 住宅分譲室長 

地域整備局臨海整備課分譲企画室長 分譲企画室長 

３ １にかかわらず、次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、又は命じられている職員で、

同表の中欄に掲げる公社等の業務に従事することを命じられている者は、同表の右欄に掲げる組織の従前と

同一の名称の職に補せられ、又は命じられたものとする。 

株式会社夢舞台 

管理局総務課 
株式会社北摂コミュニティ開発セン

ター 

総務課 

平成22年４月１日 

兵庫県公営企業管理者 岡 田 泰 介  
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